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重点番号46： 工業団地造成事業に関する都市計画及び事業計画の変更等に関する規制緩和　　　　　　　　　　（国土交通省）



関越自動車道高崎・玉村スマー
トICに隣接し、高崎JCTからも至
近距離に立地する、交通の利便
性に非常に優れた工業団地。
施行面積 約20ha
事業期間 令和４年～（工事中）

工業団地造成事業の概要
Ø 都市開発区域を工業都市として発展させ、また近郊整備地帯等を計画的に工業市街地として整

備するため、地方公共団体が実施する製造工場等の敷地及び道路等の公共施設の整備を支援。

工業団地造成事業の仕組み（首都圏の例） 工業団地造成事業の実績（首都圏の例）

工業団地造成事業の都市計画決定【都県等】
• 以下の条件を満たす区域において工業団地造成事業を計画
①近郊整備地帯又は都市開発区域において、工業市街地又は

工業都市として、整備することが適当な区域であり、当該
区域の整備発展の中核となるべき相当規模の区域。

②当該区域について首都圏整備計画が策定されていること。
等

都市計画事業としての施行【地方公共団体（施行者）】
• 事業地内における建築制限、施行者への収用権の付与。
• 用地提供者に対し、譲渡所得からの特別控除（最高5,000
万円まで）の適用。 等

造成敷地の処分【地方公共団体（施行者）】
• 敷地の譲受人の資格は、製造工場等の経営者であること。
• 工事完了後10年間、敷地の譲渡は、施行者の承認が必要。

等

例.  高崎玉村スマートIC北地区
工業団地（群馬県玉村町）

近郊整備地帯

・施行地区
45地区

・施行面積
約6,764ha

都市開発区域

工業団地造成事業施行地区

既成市街地

近郊緑地保全区域

【根拠法】首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和33年法律第98号）、
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和39年法律第145号） 等

（令和4年3月現在）

出典��群馬県資料 1
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工業団地造成事業の実績

首都圏における工業団地造成事業の位置図

Ø 工業団地造成事業により首都圏,近畿圏で54箇所（約8,600ha）を造成。約1,700工場が立地。
Ø 現在は群馬県の１地区で事業施行中。

近畿圏における工業団地造成事業の位置図 2
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Ø 市街地開発事業の種類
Ø 名称
Ø 施行区域
Ø 施行区域の面積
Ø 公共施設の配置及び規模
（道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては当該事項も記載）

Ø 宅地の利用計画

工業団地造成事業について都市計画に定めるべき事項
工業団地造成事業について都市計画に定めるべき事項

都市計画法
（市街地開発事業）
第十二条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
一、二 （略）
三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和三十三年法律第九十八号）による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備
区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）による工業団地造成事業
四～七 （略）

２ 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政
令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

３ 土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
４ 市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
５、６ （略）

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第五条 工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地（工
業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。）の利用計画を定めるものとする。

２ 工業団地造成事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。
一 道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が製造工場等の生産能率が十分に発揮されるよう適切な配置及び規模の道路、排水施設、公園又は緑地その他の施設を備えた工業団
地となるように定めること。

都市計画法第１２条第２項

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の
整備に関する法律第５条第１項

3

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第５条第２項
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地方公共団体における都市計画決定文書の例

工業団地造成事業における都市計画決定文書の例

都市計画区域に道路に関する都市計画が既に定められて
いる場合は記載

4

公共施設の配置及び規模について
は、自治体の運用状況を踏まえると
標準幅員及び配置の方針等を記
載することで足りると考えられる

市街地開発事業の種類

名称

公共施設の配置及び規模

施行区域の面積

施行区域

宅地の利用計画
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土地区画整理事業の概要

整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん

公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

地権者からその権利に応じて
少しずつ土地を提供してもらう

公共施設の整備や宅地の整地により
使い勝手の良い宅地が取得できる

整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん

公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

整理前整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん

公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

地権者からその権利に応じて
少しずつ土地を提供してもらう

公共施設の整備や宅地の整地により
使い勝手の良い宅地が取得できる

Ø 土地区画整理事業は一般の公共事業のような用地買収方式によらず、換地手法による。

〔換地手法〕従前の宅地の所有権等について、それらにかわるべきものとして各種権利者に換地を指定することに
より、従前の宅地についての権利関係を土地区画整理事業によって整備した宅地の上に移行させ
る手法。

〔減 歩〕換地の面積は、従前の宅地に比較して減少するが、この減少を〔減歩〕と称している。
減歩には、道路等の公共施設用地に対応する宅地減少分である「公共減歩」と事業費の一部に充
当するため施行者が取得し売却する保留地用地に対応する宅地減少分である「保留地減歩」とが
ある。
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土地収用法と都市計画法との関係

・土地収用法の特例（都市計画法 第６９条～第７３条）
都市計画事業※は、収用適格事業とみなされる。
収用の事業認定は行わず、都市計画事業の認可・承認をもって代える。

都市計画法の事業認可・承認を受けることで、事業用地の収用を行うことができるようになる。

土地収用法
（事業の認定の要件）
第二十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定を
することができる。
一 事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。
（以下省略）

都市計画法
（都市計画事業のための土地等の収用又は使用）
第六十九条 都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同
法の規定を適用する。

第七十条 都市計画事業については、土地収用法第二十条 （省略）の規定による事業の認定は行なわず、第五十九
条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十
六条第一項（省略）の規定による事業の認定の告示とみなす。
（以下省略）

6

※土地区画整理事業等は除く
土地区画整理法
第三条の四 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する
２ 都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
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提案募集事項と回答

求める内容①

回答①

求める内容②

回答②

Ø 工業団地造成事業に関する都市計画に定める事項について、「宅地の利用計画」の記載内容につい
て、柔軟な運用ができること

Ø 「宅地の利用計画」については、都市計画決定権者において、面積や比率等を記載するものとして、一
般的に運用されていると承知しているが、「公共施設の配置及び規模」と同様に、一定の幅をもって記
載することを可能としているものと考えられる。

Ø 工業団地造成事業の施行の認可申請書に記載する事業計画について、事業目的や施行地区に変
更がなく、道路、公園、排水等の必要な機能が確保されており、区画道路等の位置、形状の僅かな
変更である場合には、事業計画の変更に係る国土交通大臣の認可を不要とすること

Ø 収用権が付与される工業団地造成事業においては、事業計画の変更の際は、改めて都市計画事業
の変更に係る認可を要するため、対応は困難であると考える。

7
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大都市圏整備制度の概要

三大都市圏では明治以降産業・工業が集積し、三大工業地帯として発展。その後、人口集中・過密問
題を背景に、都心部への過度の人口・産業の集中を抑制し、圏域内での無秩序な市街化の抑制や受
け皿の整備を推進するため、大都市圏整備法※等が制定された。

都市開発区域 ｜首都圏整備法に基づき国土交通大臣が指定

既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、地
域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都
市、住宅都市その他の都市として発展させることが適当
な区域

近郊整備地帯｜首都圏整備法に基づき国土交通大臣が指定

既成市街地等の近郊でその無秩序な市街地化を防止す
るため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全
する必要がある区域

既成市街地｜首都圏整備法及び同法施行令に規定

産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ都市の機能
の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域

人口・産業を既成市街地の外へ誘導

※首都圏整備法（昭和31年法律第83号）
近畿圏整備法（昭和38年法律第129号）
中部圏開発整備法（昭和41年法律第102号） 1
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工業団地造成事業の概要

都市開発区域を工業都市として発展させ、また近郊整備地帯等を計画的に工業市街地として
整備するため、地方公共団体が実施する製造工場等の敷地及び道路等の公共施設の整備を支
援する工業団地造成事業が設けられ、各種特例により事業を支援。

工業団地造成事業の仕組み（首都圏の例） 工業団地造成事業の実績（首都圏の例）

工業団地造成事業の都市計画決定【都県等】

• 以下の条件を満たす区域において工業団地造成事業を計画
①近郊整備地帯又は都市開発区域において、工業市街地又は
工業都市として、整備することが適当な区域であり、当該
区域の整備発展の中核となるべき相当規模の区域。

②当該区域について首都圏整備計画が策定されていること。

等

都市計画事業としての施行【地方公共団体（施行者）】

•事業地内における建築制限、施行者への収用権の付与。
•用地提供者に対し、譲渡所得からの特別控除（最高5,000
万円まで）の適用。 等

造成敷地の処分【地方公共団体（施行者）】

•敷地の譲受人の資格は、製造工場等の経営者であること。
•工事完了後10年間、敷地の譲渡は、施行者の承認が必要。

等

例.  高崎玉村スマートIC北地区
工業団地（群馬県玉村町）

関越自動車道高崎・玉村スマー
トICに隣接し、高崎JCTからも至
近距離に立地する、交通の利便
性に非常に優れた工業団地。

施行面積 約20ha
事業期間 令和４年～（工事中）

近郊整備地帯

・施行地区

45地区
・施行面積

約6,764ha

都市開発区域

工業団地造成事業施行地区

既成市街地

近郊緑地保全区域

【根拠法】首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律等

（令和4年3月現在）

出典：群馬県資料
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令和 4 年度地方分権改革に関する提案募集 
「工業団地造成事業による造成工場敷地の譲受人の資格要件の緩和」に関する関係法令抜粋 
 
 
 
◆首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和三十三年法律第九十八号） 

（定義） 
第二条 この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法（昭和三十一年法律第八十三号。以下

「法」という。）第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。 
２～３ （略） 
４ この法律で「製造工場等」とは、製造業（物品の加工修理業を含む。）又は電気供給業若しく

はガス供給業に必要な工場及びその附属施設をいう。 
５～８ （略） 
 
（造成工場敷地の譲受人の資格） 
第二十二条 造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなけれ

ばならない。 
一 当該造成工場敷地において自ら製造工場等を経営しようとする者であること。 
二 製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。 
三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。 

 
 
◆近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号） 

（定義） 
第二条 この法律で「近郊整備区域」とは、近畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号。以

下「法」という。）第十一条第一項の規定により指定された区域をいう。 
２ （略） 
３ この法律で「製造工場等」とは、製造業（物品の加工修理業を含む。）又は電気供給業若しく

はガス供給業に必要な工場及びその附属施設をいう。 
４～７ （略） 
 
（造成工場敷地の譲受人の資格） 
第三十一条 造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなけれ

ばならない。 
一 当該造成工場敷地においてみずから製造工場等を経営しようとする者であること。 
二 製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。 
三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。 
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